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地域公共交通会議
道路運送法施行規則第９条の２に規定される組織で、
「地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅
客の利便の増進を図るため」に必要な協議を行うため
に市長が主宰する会議

《具体的な所掌事務》
・乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
・自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する
対価に関する事項 等

１ 嘉麻市地域公共交通会議とは

公共交通法定協議会
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第６条に

規定される法定協議会で、「地域旅客運送サービスの持
続可能な提供の確保に資するよう地域公共交通の活性化
及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工
夫を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の
実現に寄与することを目的」として必要な協議を行うた
めに市長が主宰する会議

《具体的な所掌事務》
・地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な事項
・地域公共交通確保維持改善事業に関する事項 等

「嘉麻市地域公共交通会議」はこの２つの機能を合わせ持った会議である。

令和２年１１月に施行された、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正に
伴い、「地域公共計画」の策定が努力義務化され、改正前の法律において作成した「嘉
麻市地域公共交通網形成計画」も令和４年度までの期間となっているため、本年度「嘉
麻市地域公共交通計画」の策定を実施することとしている。
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２ 地域公共交通計画とは
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３ 嘉麻市地域公共交通会議における新たな役割

現在、嘉麻市バス２路線に対し、運行経費に対する国庫補助金が交付されている。地域公共交通確保
維持改善事業補助金交付要綱の改正に伴い、現在は経過措置期間が設けられているが、令和７年度から
の補助金活用には、「地域公共交通計画」の策定が必須となり、また、補助金の交付先が現在の補助対
象路線の運行事業者から法定協議会（本市では地域公共交通会議）へと改正されることから、嘉麻市地
域公共交通会議において、補助交付申請から補助金の収納に係る財務処理等を実施する必要が生じたと
ころである。

※令和４年度におい
ては、「嘉麻市地
域公共交通計画」
の策定に係る経費
について、同補助
金交付要綱に定め
る地域公共交通調
査事業を活用する
予定としているこ
とから、当該補助
金の活用に係る財
務処理についても、
嘉麻市地域公共交
通会議において実
施することになる。

【補足】
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３ 嘉麻市地域公共交通会議における新たな役割

嘉麻市地域公共交通会議事務処理運用要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、嘉麻市地域公共交通会議設置条例施行規則（平成３０

年嘉麻市規則第５８号）第５条の規定に基づき、地域公共交通確保維持改

善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０日付け国総計第９７号国土

交通省通知）に定める地域公共交通確保維持改善事業等（以下「確保維持

改善事業」という。）に関する事務処理及び運用方法に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （事務内容） 

第２条 嘉麻市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）が行う確保維

持改善事業に関する事務（以下「事務」という。）は、次のとおりとする。 

⑴ 地域公共交通計画の策定及び変更に関すること。 

⑵ 地域公共交通計画の認定申請に関すること。 

⑶ 確保維持改善事業に係る国庫補助金の申請及び請求に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、確保維持改善事業に必要と認められる事

務 

（事務局） 

第３条 交通会議の事務を処理するため、事務局を地域活性推進課に置く。 

２ 事務局は、交通会議の庶務を処理する。 

３ 事務局は、次に掲げる者をもって組織する。 

⑴ 事務局長 地域活性推進課参事（交通政策担当） 

⑵ 事務局員 地域活性推進課の職員 

（文書の取扱い） 

第４条 文書の取扱いは、嘉麻市文書管理規程（平成３１年嘉麻市訓令第２

号）の例による。 

 （事務経費） 

第５条 事務に係る経費（以下「事務経費」という。）は、負担金、補助

金、繰越金その他の収入をもって歳入とし、事務経費の歳出は、その年

度の歳入をもって、これに充てなければならない。 

２ 予算の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。  

３ 会長は、毎会計年度予算を調整し、年度の第１回の交通会議に諮るもの

とする。 

４ 会長は、前項の規定により予算が交通会議の承認を得たときは、当該予

算書の写しを速やかに嘉麻市長に送付しなければならない。 

 （予算の補正） 

第６条 会長は、年度途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、

これを調整し、速やかに交通会議に諮るものとする。 

２ 前項の規定により補正予算が交通会議の承認を得たときは、前条第４項

の規定を準用する。 

（予算区分） 

第７条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。  

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 会長は、当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１

及び別表第２に定める以外の項及び目を定めることができる。 

 （歳出予算の流用） 

第８条 歳出予算の流用は、嘉麻市の例によるものとする。 

２ 会長は、前項の規定により歳出予算の流用をしたときは、直近に開催さ

れる交通会議で報告しなければならない。 

 （出納及び現金等の保管） 

第９条 交通会議の出納は、会長が行う。 

２ 交通会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければ

ならない。 

 （交通会議出納員） 

第１０条 会長は、事務局員のうちから交通会議出納員を命ずることができ

る。 

２ 交通会議出納員は、会長の命を受けて、交通会議の出納その他会計事務

をつかさどる。 

 （収入及び支出の手続） 

第１１条 交通会議の予算に係る収入及び支出の手続は、嘉麻市の例による

ものとする。 

２ 交通会議出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとす

る。 

⑴ 予算整理簿 

⑵ 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 

 （決算等） 

第１２条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく交通会議の決算を調製し、

交通会議の承認を得るものとする。 

２ 会長は、前項の承認を得るに当たっては、次条第１項の監査委員の監査

を受け、その結果を添えなければならない。 

３ 会長は、第１項の規定により交通会議の承認を得たときは、当該決算書

の写しを速やかに嘉麻市長に送付しなければならない。 

（監査委員） 

第１３条 交通会議に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、交通会議の委員の中から会長が指名する。 

３ 監査委員は、交通会議に関する出納の監査を行う。 

４ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項

は、会長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

歳入予算の款、項及び目の区分 

 款 項 目 

 １負担金 １負担金 １負担金 

 ２補助金 １補助金 １補助金 

 ３繰越金 １繰越金 １繰越金 

 

別表第２（第７条関係） 

歳出予算の款、項及び目の区分 

 款 項 目 

 １運営費 １事務費 １事務費 

 ２事業費 １事業費 １事業費 
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